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性
描
写
漫
画
の
販
売
規
制
拡
大

慎
重
運
用
求
め
る
付
帯
決
議
も

⑦刑
罰
に
触
れ
る
性
行
為
な
ど
対
象
に

ご
う
か
ん

新
た
に
規
制
対
象
と
な
る
の
は
、
強
姦
な
ど
刑
罰
法
規

に
触
れ
る
性
行
為
や
、
民
法
で
婚
姻
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

近
親
者
間
で
の
性
行
為
を
「
不
当
に
賛
美
・
誇
張
し
た
」

漫
画
・
ア
ニ
メ
。
出
版
社
や
書
店
の
業
界
に
対
し
、
「
成

人
コ
ー
ナ
ー
」
に
区
分
陳
列
す
る
よ
う
自
主
的
な
規
制
を

求
め
た
上
で
、
描
写
の
程
度
が
著
し
く
過
激
な
が
ら
自
主

規
制
の
対
象
外
に
な
っ
た
漫
画
な
ど
は
、
知
事
が
都
青
少

年
健
全
育
成
審
議
会
か
ら
の
答
申
を
経
て
「
不
健
全
図

書
」
に
指
定
し
、
書
店
に
対
し
肥
歳
未
満
へ
の
販
売
を
禁

止
す
る
。

改正青少年健全育成条例について（一定案との主な相違点）
図書類関連

’項目｜・一定改正案 過
激
な
性
描
写
の
あ
る
漫
画
や
ア
ニ
メ
の
販
売
規
制
を
目
的
と
し
た
東
京
都
青
少
年
健
全
育
成
条
例
改

正
案
が
、
昨
年
吃
月
隔
日
の
都
議
会
本
会
議
で
民
主
、
自
民
、
公
明
各
党
の
賛
成
多
数
に
よ
り
可
決
、
成

立
し
た
。
漫
画
家
や
出
版
社
か
ら
「
創
作
活
動
を
萎
縮
さ
せ
る
」
と
の
懸
念
が
相
次
い
だ
こ
と
を
受
け
、

条
例
の
慎
重
な
運
用
を
求
め
る
付
帯
決
議
も
行
っ
た
。
共
産
党
と
生
活
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
み
ら
い
は
反

対
し
た
。

改
正
青
少
年
健
全
育
成
条
例
が
成
立
ｌ
東
京
都

改正青少年健全育成条例
1
1

1
自主規制(7条）

自主規制

不僻全図書損定

表示図害

ｂ
ｖ
０
１
■
Ｒ
■
・
Ｏ
Ｂ
Ｊ
丹
Ｅ
Ｉ
９
Ｄ
Ｕ
Ⅱ
Ｏ
ｑ
Ｕ
０
１
０
５
？
Ⅱ
Ｊ
Ｂ
ｈ
Ｕ
８
８
５
Ｉ
８
０
９
ｐ
●
ｉ
ｇ
ａ
８
Ｈ
Ｉ

・不健全図書指定(8条）
（※表示図書(9条の2)も同基準）
上妃7条に該当する性交等のうち､強姦等著しく社会規範に反

する行為を肯定的に描写したもの

・青少年をみだりに性的対象とする図書類に関する都民等の責
務(18条の6の2～4）

１
－

青少年をみだりに健的対｜象とする図書類に関する‘
都民等の責務

O.｢まん延の抑止lに関する規定を削除都･都民･事業者の責務として､7条の漫画と悪質なジュニアア
イドル鮭(『青少年性的視覚描写物｣)の｢まん延の抑止」

児童ポルノ･インターネット関連

｜側児童ポルノ ｢何人も､児童ポﾙﾉをみだりに所持しない責務を有する」
(18条の6の4） ・

１
１
１

、都は､青少年の健全な育成に配慮していると塊める携帯電話端
末を推奨できる(5条の2）

O携帯電話端末と、
推翌可能とする(5条

携帯電話推奨

卜

インターネットに関する
事業者の責務

(18条の7）

刑
罰
法
規
に
は
、
刑
法
、
売
春
防
止
法
、
児
童
買
春
・

児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
、
児
童
福
祉
法
に
加
え
、
都
青
少
年

健
全
育
成
条
例
の
淫
行
処
罰
規
定
も
含
む
。
出
版
社
や
書

店
に
よ
る
自
主
規
制
は
４
月
１
日
に
、
不
健
全
図
書
指
定

に
よ
る
販
売
禁
止
は
７
月
１
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ

る
。
販
売
禁
止
に
違
反
し
た
場
合
は
都
が
警
告
し
、
警
告

に
従
わ
ず
販
売
す
る
と
、
釦
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
さ
れ

る
。
都
は
今
後
、
出
版
社
と
の
意
見
交
換
や
都
民
向
け
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
す
る
な
ど
し
て
、
改
正
案
の
周
知
を

図
る
。改

正
前
の
条
例
は
、
▽
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
▽
残
虐

性
を
助
長
す
る
▽
自
殺
・
犯
罪
を
誘
発
す
る
１
１
内
容
の

O都は､青少年がｲﾝﾀー ﾈｯﾄを利用して違法な行為又は自己若し<
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↑O「説明･資料提出要求｣｢調査』規定を削除

ｲﾝﾀー ﾈｯﾄに関する
保渡者の責務

’
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ア
ニ
メ
フ
ェ
ア
ヘ
の
参
加
拒
否
も

再
提
出
案
に
対
し
、
漫
画
家
や
出
版

社
は
「
規
制
の
対
象
を
肥
歳
未
満
に
限

定
し
て
お
ら
ず
、
前
回
の
改
正
案
よ
り

も
規
制
の
範
囲
を
拡
大
す
る
内
容
と
な

っ
て
い
る
」
と
強
く
反
発
。
ち
ぱ
て
つ

や
さ
ん
ら
著
名
漫
画
家
が
記
者
会
見
を

開
き
、
「
漫
画
や
ア
ニ
メ
の
文
化
が
し

ぼ
ん
で
し
ま
う
」
と
懸
念
を
示
し
た
。

一
方
、
民
主
党
は
「
再
提
出
案
で
問

題
点
が
改
善
さ
れ
た
」
と
評
価
し
、
賛

成
に
回
っ
た
。
し
か
し
、
漫
画
家
や
出

版
社
の
懸
念
を
考
慮
し
、
民
主
、
自

民
、
公
明
３
党
は
「
芸
術
性
や
社
会
性
、

正
案
を
提
出
。
し
か
し
、
民
主
党
や
共

産
党
な
ど
が
反
対
し
、
改
正
案
と
共
に

圭
箇
逝
腔
さ
鋤
や
た
。

廻
月
議
会
に
再
提
出
さ
れ
た
改
正
案

は
、
民
主
党
が
批
判
し
た
「
非
実
在
青

少
年
」
の
文
言
を
削
除
。
年
齢
で
は
な

く
行
為
に
着
目
し
、
改
正
案
の
規
則
に

定
め
る
予
定
だ
っ
た
規
定
を
条
例
に
盛

り
込
み
、
規
制
対
象
の
明
確
化
を
図
っ

た
。
ま
た
、
児
童
ポ
ル
ノ
の
単
純
所
持

の
規
制
や
、
子
ど
も
を
性
的
対
象
と
し

た
漫
画
の
「
ま
ん
延
」
抑
止
を
定
め
た

規
定
も
修
正
ま
た
は
削
除
し
た
。

－

一

漫
画
な
ど
が
販
売
規
制
の
対
象
だ
っ
た
。
都
は
「
従
来
の

規
制
基
準
に
当
て
は
ま
ら
な
い
子
ど
も
を
性
的
対
象
と
し

た
漫
画
な
ど
が
書
店
の
一
般
書
棚
で
売
ら
れ
て
い
る
」
と

し
て
、
肥
歳
未
満
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
規
定
し
た

「
非
実
在
青
少
年
」
の
性
行
為
を
肯
定
的
に
描
い
た
漫
画

な
ど
を
新
た
に
規
制
対
象
と
し
、
同
条
例
改
正
案
を
昨
年

の
２
月
議
会
（
第
一
定
例
会
）
に
提
出
し
た
（
一
定
改
正

案
）
。し

か
し
、
改
正
案
に
対
し
て
は
、
漫
画
家
や
出
版
社
が

「
表
現
の
自
由
を
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
」
と
批
判
。
都
議

会
最
大
会
派
の
民
主
党
や
共
産
党
は
「
改
正
内
容
に
は
多

く
の
課
題
が
あ
る
」
と
し
て
慎
重
な
議
論
を
求
め
、
２
月

議
会
で
は
継
続
審
議
と
な
っ
た
。

次
の
６
月
議
会
で
は
、
民
主
党
な
ど
が
非
実
在
青
少
年

な
ど
の
規
定
を
「
あ
い
ま
い
だ
」
と
批
判
し
、
改
正
案
の

し
い

撤
回
と
修
正
後
の
再
提
出
を
要
求
。
共
産
党
も
「
窓
意
的

に
運
用
さ
れ
、
創
作
活
動
を
萎
縮
さ
せ
る
」
と
主
張
し
た
。

一
方
、
自
民
、
公
明
両
党
は
「
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境

を
早
期
に
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、
独
自
の
修

|國
学
術
性
な
ど
の
趣
旨
を
く
み
取
り
、
慎
重
に
運
用
す
る
こ

と
」
や
、
不
健
全
図
書
の
指
定
を
答
申
す
る
都
青
少
年
健

全
育
成
審
議
会
に
も
小
‐
て
卜
検
討
時
間
の
確
保
な
ぎ
適
正

な
運
用
に
努
め
る
こ
と
」
を
定
め
た
付
帯
決
議
を
加
え
た
。

共
産
党
や
生
活
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
み
ら
い
は
「
窓
意

的
な
判
断
に
よ
る
規
制
を
拡
大
す
る
も
の
だ
。
規
制
を
行

政
の
手
に
委
ね
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
反
対
し
た
。

出
版
社
、
社
は
改
正
案
に
抗
議
し
、
石
原
慎
太
郎
知

事
が
実
行
委
員
長
を
務
め
る
３
月
の
ア
ニ
メ
産
業
の
見
本

市
「
東
京
国
際
ア
ニ
メ
フ
ェ
ア
」
へ
の
参
加
を
拒
否
す
る

意
向
を
表
明
。
し
か
し
、
石
原
知
事
は
「
規
制
は
当
た
り

前
。
ず
っ
と
来
な
く
て
い
い
」
と
一
歩
も
引
か
な
い
構
え

で
、
対
立
解
消
へ
の
糸
口
は
見
え
て
い
な
い
。
ア
ニ
メ
フ

ェ
ァ
の
事
務
局
を
務
め
る
日
本
動
画
協
会
は
「
こ
の
ま
ま

の
状
況
で
は
実
質
的
に
実
行
不
可
能
な
事
態
に
な
る
」
と

憂
慮
す
る
声
明
を
発
表
し
て
い
る
。
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古今東西､およそ｢組織｣に属する人であれば、
部下と上司の関係は悩ましいもの。
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